
合
衆
国
で
の
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索

チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
以
降
－

暴糸

大
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刑
訴
法
二
二
〇
条
の
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索
差
押
え
を
め
ぐ
っ

て
は
、
「
逮
捕
の
現
場
」
「
逮
捕
す
る
場
合
」
の
語
義
が
議
論
さ
れ
て

き
た
。
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索
差
押
え
の
目
的
と
さ
れ
る
「
逮
捕

者
の
生
命
身
体
の
安
全
確
保
」
「
証
拠
隠
滅
破
壊
の
防
止
」
「
証
拠
存

在
の
蓋
然
性
」
の
う
ち
、
前
二
者
を
強
調
し
、
捜
索
の
範
囲
を
被
疑

者
の
「
手
の
届
く
範
囲
」
と
し
、
時
問
的
限
界
を
厳
格
に
理
解
す
る

　
　
（
1
）

限
定
説
と
、
後
二
者
を
強
調
し
て
住
居
全
体
（
同
一
管
理
権
の
及
ぶ

範
囲
）
へ
の
捜
索
を
認
め
、
時
問
的
限
界
も
比
較
的
広
く
許
容
す
る

　
　
（
2
〕

合
理
説
が
主
張
さ
れ
、
今
に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
限
定
説
は
、
常
に
被
疑
者
の
「
手
の
届
く
範
囲
」
に
捜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
（
3
〕

索
範
囲
が
限
ら
れ
る
の
か
、
な
お
暖
昧
な
部
分
も
多
い
。
本
稿
で
は
、

田
宮
裕
が
か
つ
て
限
定
説
を
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
の
チ
ャ
イ
メ
ル
判

（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
〕

決
と
結
び
つ
け
て
説
明
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
以

~~F~ 

限
定
説
に
立
っ
て
い
る
と
評
さ
れ
る
合
衆
国
の
判
例
を
追
う
中

限
定
説
の
展
開
を
確
認
し
、
示
唆
を
得
た
い
。

チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
の
残
し
た
課
題

　
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
は
、
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索
に
つ
い
て
修
正

四
条
の
第
二
文
（
令
状
要
件
に
関
す
る
規
定
／
一
般
探
索
行
為
の
禁

止
）
の
意
義
を
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
即
ち
、
①
時
間

的
余
裕
が
あ
る
限
り
捜
索
令
状
を
得
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
無
令
状
捜

索
は
緊
急
事
態
時
の
み
許
容
さ
れ
、
②
逮
捕
行
為
に
付
随
し
て
認
め

ら
れ
る
無
令
状
捜
索
の
範
囲
は
被
逮
捕
者
の
「
直
接
支
配
（
ぎ
∋
①
・

昌
黒
①
0
9
弐
〇
一
）
の
下
」
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
。

　
し
か
し
暖
昧
な
部
分
も
残
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
直
接
支

配
下
」
の
具
体
的
意
味
（
例
え
ば
、
手
錠
を
か
け
ら
れ
た
ら
捜
索
範
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囲
は
狭
ま
る
か
）
、
第
二
に
捜
索
差
押
え
の
必
要
性
が
な
い
場
合

（
例
え
ば
証
拠
破
壊
隠
滅
の
お
そ
れ
の
欠
如
）
の
無
令
状
捜
索
の
可

否
、
第
三
に
逮
捕
現
場
で
被
逮
捕
者
以
外
の
第
三
者
に
よ
る
妨
害
な

ど
が
あ
る
場
合
の
対
処
の
態
様
、
と
い
う
諸
問
題
で
あ
る
。

一
一
「
直
接
支
配
下
」

の
具
体
化

　
「
直
接
支
配
下
」
は
、
「
手
の
届
く
範
囲
」
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

具
体
的
な
個
々
の
状
況
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
か
。
こ
の
「
直
接
支

配
下
」
の
内
容
自
体
を
争
う
事
案
に
つ
い
て
具
体
的
に
判
示
し
た
連

邦
最
高
裁
判
決
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
下
級
審
で
チ
ャ
イ

メ
ル
判
決
を
援
用
し
た
事
例
が
蓄
積
さ
れ
、
「
直
接
支
配
下
」
の
内

容
が
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
の
下
級
審
判
決
分
析
に
よ
れ
ば
、
「
直
接
支
配
下
」

の
是
非
は
、
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
の
安
全
と
、
証
拠
破
壊
隠
匿

の
防
止
と
い
う
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
の
明
示
し
た
目
的
に
従
っ
て
、
以

下
の
要
素
に
よ
り
個
別
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
て
い
る

　
、
一
6
一
。

と
し
・
つ

　
第
一
に
、
被
逮
捕
者
の
手
錠
の
有
無
で
あ
る
（
行
動
可
能
性
）
。

被
逮
捕
者
に
手
錠
が
か
け
ら
れ
た
場
合
、
被
逮
捕
者
に
よ
る
逮
捕
執

行
者
の
生
命
身
体
へ
の
侵
害
行
為
や
証
拠
破
壊
行
為
は
極
め
て
困
難

に
な
る
。
そ
の
た
め
、
無
令
状
捜
索
の
範
囲
は
非
常
に
狭
く
な
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

当
人
の
付
近
冨
胃
－
身
の
み
に
限
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
捜
査
官
と
被
逮
捕
者
の
間
の
位
置
関
係
で
あ
る
。
当
該

捜
索
対
象
場
所
と
被
逮
捕
者
の
間
に
捜
査
官
が
立
っ
て
い
る
の
な
ら
、

被
逮
捕
者
が
捜
査
官
を
押
し
の
け
て
捜
索
場
所
へ
向
か
っ
て
証
拠
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

壊
を
行
う
可
能
性
は
低
い
た
め
、
無
令
状
捜
索
の
範
囲
は
狭
く
な
る
。

　
第
三
に
、
捜
索
さ
れ
た
物
に
対
す
る
被
逮
捕
者
の
接
近
が
容
易
か

否
か
、
と
い
う
要
素
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
被
逮
捕
者
の
接
近
の
容

易
性
豊
8
邑
σ
…
ξ
は
、
個
別
具
体
的
な
情
況
を
勘
案
し
て
判
断

　
　
　
＾
g
）

さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
逮
捕
執
行
者
と
被
逮
捕
者
な
い
し
第
三
者
の
間
の
人
数

関
係
で
あ
る
。
逮
捕
執
行
者
の
人
数
が
被
逮
檎
者
よ
り
も
多
い
場
合

は
、
捜
索
範
囲
は
狭
ま
る
の
に
対
し
て
、
逮
捕
執
行
者
の
人
数
が
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

逮
捕
者
と
同
等
で
あ
る
場
合
は
捜
索
範
囲
が
広
が
り
う
る
。
ま
た
、

た
と
え
被
逮
捕
者
が
一
人
で
あ
っ
て
も
、
「
被
疑
者
を
助
け
る
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

性
の
あ
る
第
一
二
者
の
存
在
」
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

下
級
審
判
決
で
は
、
こ
れ
ら
諸
点
の
判
断
時
点
は
、
逮
捕
後
の
捜
索

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

時
点
で
は
な
く
、
逮
捕
執
行
時
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
第
三
者

の
存
在
可
能
性
を
考
慮
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
第
三
者
の
行

為
に
よ
る
「
緊
急
事
態
」
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

κ
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以
上
の
議
論
は
、
専
ら
被
逮
捕
者
の
行
動
可
能
性
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
る
。
次
い
で
、
考
え
ら
れ
る
問
題
は
、
被
逮
捕
者
に
よ
る
武

カ
抵
抗
の
可
能
性
の
大
小
に
よ
っ
て
「
直
接
支
配
下
」
の
範
囲
が
変

化
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
は
下
級
審
で
は
武
力
抵
抗
の
可
能
性
が
高

い
場
合
に
、
武
器
へ
近
づ
く
可
能
性
ゆ
え
に
無
令
状
捜
索
の
範
囲
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
〕

広
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
肯
定
的
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
武
力
抵
抗
の

可
能
性
判
断
に
つ
い
て
、
下
級
審
判
決
は
、
最
近
被
逮
捕
者
が
武
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
被
逮
捕
者
に
武
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帖
〕

を
用
い
た
犯
罪
を
行
う
性
向
が
あ
る
こ
と
、
逮
捕
の
際
に
以
前
に
武

力
で
抵
抗
し
て
い
た
り
武
力
抵
抗
を
す
る
た
め
に
移
動
し
て
い
た
り

　
　
（
1
6
）

す
る
こ
と
等
を
根
拠
に
し
て
い
る
。

一
一
一
無
令
状
捜
索
の
必
要
性
の
有
無

　
次
は
、
無
令
状
捜
索
の
具
体
的
な
必
要
性
が
存
在
し
な
い
場
合
、

そ
れ
で
も
な
お
無
令
状
捜
索
差
押
え
が
許
容
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
逮
捕
行
為
が
為
さ
れ
れ
ば
、
一
律
に
「
直

接
支
配
下
」
へ
の
無
令
状
捜
索
を
為
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
逮
捕
行

為
時
の
個
別
具
体
的
な
情
況
に
応
じ
て
無
令
状
捜
索
の
可
否
が
決
ま

る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
事
件
で
判
断
し
た
。

無
免
許
運
転
の
被
逮
捕
者
が
身
体
捜
索
で
麻
薬
を
発
見
さ
れ
た
事
案

で
、
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
を
守
る
た
め
に
捜
索
で
き
る
の
か
が

争
わ
れ
た
。
テ
リ
ー
判
決
が
無
令
状
で
停
止
及
び
身
体
捜
検
ω
↓
8

彗
ρ
早
一
集
を
為
す
た
め
に
は
「
合
理
的
な
嫌
疑
冨
豊
o
冨
巨
竃
冨
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

q
9
冒
」
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
、
テ
リ
ー
判
決
の
要
件
と
の
均

衡
も
問
題
と
さ
れ
た
。

　
法
廷
意
見
は
、
テ
リ
ー
判
決
に
お
け
る
停
止
及
び
身
体
捜
検
と
、

本
件
の
身
体
捜
索
は
異
な
る
と
し
、
そ
れ
は
逮
捕
が
、
テ
リ
ー
判
決

の
捜
検
の
よ
う
な
比
較
的
短
時
間
の
接
触
よ
り
も
、
危
険
牲
が
大
き

い
か
ら
と
し
た
。
こ
の
危
険
性
と
は
、
判
決
で
は
明
示
さ
れ
て
な
い

が
、
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
へ
の
危
険
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
か
比
較
的
軽
微
で
頻
繁
に
生
じ

る
行
為
で
は
、
明
確
な
基
準
が
あ
る
方
が
望
ま
し
い
と
し
、
逮
捕
に

伴
う
無
令
状
捜
索
も
そ
の
種
の
捜
索
に
該
当
す
る
と
い
う
。
と
い
う

の
も
、
第
一
に
逮
捕
に
伴
う
捜
索
は
様
々
な
状
況
下
で
行
わ
れ
る
処

分
で
あ
り
、
第
二
に
逮
捕
に
つ
い
て
既
に
「
相
当
な
理
由
」
が
あ
る

と
警
察
官
が
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
被
逮
捕
者
の
武
装
の
有
無

な
ど
判
断
が
困
難
な
事
柄
を
個
別
に
判
断
さ
せ
る
の
は
酷
で
あ
り
、

第
三
に
、
逮
捕
達
成
後
の
身
体
へ
の
捜
索
は
比
較
的
軽
微
な
権
利
侵
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害
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
本
件
の
よ
う
な
身
体

へ
の
捜
索
に
当
た
っ
て
、
個
別
事
案
ご
と
に
捜
索
の
必
要
性
を
検
討

す
る
必
要
は
無
く
、
無
条
俳
で
無
令
状
捜
索
を
な
す
こ
と
が
で
き
る

と
判
示
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
反
対
意
見
は
、
テ
リ
ー
判
決
、

チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
が
個
別
具
体
的
判
断
に
よ
っ
て
合
理
性
を
判
断
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
で
も
個
別
具
体
的
事
実
に
墓
づ
い
て
判
断

す
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
、
個
別
具
体
的
な
判
断
を
行
わ
な
い
と
、

と
り
わ
け
交
通
違
反
事
案
で
、
捜
査
官
が
捜
索
令
状
を
取
得
す
る
だ

け
の
「
相
当
な
理
由
」
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逮
捕
を
別
罪
の

証
拠
収
集
に
利
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
身
体
以
外
へ
の
手
の
届
く
範
囲
へ
の
捜
索
の
可
否
に
つ
い
て
は
連

邦
最
高
裁
の
判
決
が
出
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の

か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
逮
捕
が
証
拠
収
集
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ

る
可
能
性
を
考
慮
す
る
と
、
仮
に
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
を
前
提
と
し
て

も
、
身
体
と
そ
の
他
を
分
け
、
後
者
に
つ
い
て
は
個
別
具
体
的
な
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕
　
　
（
2
0
〕

実
か
ら
判
断
す
べ
き
、
と
い
う
主
張
が
あ
る
。

　
実
際
、
本
件
で
も
逮
捕
執
行
時
に
、
「
常
に
」
逮
捕
執
行
者
の
生

命
身
体
へ
の
危
険
が
存
す
る
と
言
い
切
っ
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害

し
て
良
い
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

　
な
お
、
ベ
ル
ト
ン
判
決
で
、
連
邦
最
高
裁
相
対
的
多
数
意
見
は
、

ラ
フ
ェ
イ
ヴ
の
文
献
を
引
用
し
て
、
修
正
4
条
が
捜
査
官
の
行
為
規

範
を
与
え
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
「
単
一
で
理
解
し
や

す
い
ル
ー
ル
ω
ぎ
O
q
一
①
守
冒
；
胃
昌
匡
か
現
場
の
捜
査
官
に
有
用

　
＾
η
〕

だ
と
し
、
住
居
内
と
異
な
り
自
動
車
内
で
の
逮
捕
の
場
合
、
一
律
に

コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
全
体
か
「
直
接
支
配
下
」
に
該
当
し
、
無
令
状

捜
索
で
き
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
車
内
の
封
絨
物
を
、
そ
の
開
閉
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
〕

態
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
捜
索
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
自
身
は
以
下
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
即
ち
、

多
数
意
見
の
論
理
で
あ
れ
ぱ
捜
査
官
の
た
め
の
単
純
な
ル
ー
ル
の
必

要
性
は
、
よ
り
様
々
な
情
況
が
生
じ
て
判
断
が
煩
蹟
に
な
り
う
る
住

居
に
お
い
て
は
一
層
高
ま
り
、
住
居
全
体
の
無
令
状
捜
索
を
適
法
と

し
た
ハ
リ
ス
・
ラ
ビ
ノ
ビ
ッ
ツ
両
判
決
に
回
帰
し
な
い
と
整
合
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

保
て
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
適
切
で
あ
ろ
う
。

チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
が
「
直
接
支
配
下
」
と
い
う
範
囲
を
設
定
し
、
そ

の
範
囲
外
の
場
所
に
つ
い
て
は
個
別
の
正
当
化
事
由
の
有
無
を
考
慮

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
と
、
ペ
ル
ト
ン
判
決
は
整
合
性
を
持

た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
全
体
を
捜
索
範

囲
と
す
る
と
、
逮
捕
を
証
拠
収
集
手
段
と
し
て
利
用
す
る
契
機
を
与

え
る
危
険
性
が
生
じ
う
る
。

珊
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四
　
緊
急
事
態
と
無
令
状
捜
索

　
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
が
残
し
た
次
の
問
題
は
、
逮
捕
現
場
で
逮
捕
執

行
者
及
び
被
逮
捕
者
以
外
の
「
第
三
者
」
が
抵
抗
し
た
り
、
証
拠
を

隠
滅
し
た
り
す
る
よ
う
な
「
緊
急
事
態
異
釘
彗
↓

等
昌
∋
ω
訂
昌
窃
」
の
場
合
、
無
令
状
捜
索
の
範
囲
に
影
響
が
生
じ

る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
「
緊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

急
事
態
」
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

　
連
邦
最
高
裁
が
概
括
的
に
言
及
し
た
オ
ル
ソ
ン
判
決
で
は
、
一
般

に
令
状
に
よ
ら
な
い
捜
索
は
、
①
被
疑
者
に
よ
る
逃
亡
を
防
止
す
る

必
要
が
あ
る
「
緊
急
事
態
」
、
②
人
の
生
命
身
体
等
に
対
す
る
重
大

な
危
険
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
「
緊
急
事
態
」
、
③
証
拠
の
破
壊

な
い
し
隠
匿
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
「
緊
急
事
態
」
の
際
に
許
さ

れ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索
に
当
て
は
め
る
と
、
本
来
的
に
必
要
な

身
柄
拘
東
を
確
保
す
る
た
め
の
「
緊
急
事
態
」
の
類
型
は
、
（
1
）
被

疑
者
に
よ
る
逃
亡
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
「
緊
急
事
態
」
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
逮
捕
を
執
行
す
る
者
が
欠
け
て
は
、
逮
捕
自
体
が
成
り

立
た
な
い
。
従
っ
て
、
人
の
生
命
身
体
等
に
対
す
る
重
大
な
危
険
を

防
止
す
る
必
要
が
あ
る
「
緊
急
事
態
」
で
も
、
と
り
わ
け
（
2
）
「
逮

捕
執
行
者
」
の
生
命
身
体
等
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
が
問
題
と
な
る
。

　
以
上
が
、
逮
捕
の
執
行
自
体
に
か
か
わ
る
「
緊
急
事
態
」
で
あ
る

の
に
対
し
、
（
3
）
証
拠
の
破
壌
隠
匿
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
「
緊

急
事
態
」
は
、
逮
捕
が
本
来
的
に
は
証
拠
物
の
収
集
を
目
的
と
し
て

　
　
　
（
醜
）

い
な
い
以
上
、
付
随
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と

い
え
る
。
な
お
、
先
の
オ
ル
ソ
ン
判
決
の
区
分
か
ら
す
る
と
、
（
4
）

逮
捕
執
行
者
以
外
の
者
の
生
命
身
体
等
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
捜
査

官
以
外
の
者
の
生
命
身
体
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
と
い
う
の
は
、
逮
捕
の
場
合
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ

こ
で
の
検
討
対
象
か
ら
は
除
く
。

　
従
っ
て
、
以
下
、
（
1
）
被
疑
者
に
よ
る
逃
亡
防
止
目
的
の
「
緊
急

事
態
」
例
外
、
（
2
）
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
保
護
目
的
の
「
緊
急

事
態
」
例
外
、
（
3
）
証
拠
の
破
壊
隠
匿
防
止
目
的
の
「
緊
急
事
態
」

例
外
を
検
討
す
る
。

　
1
　
被
疑
者
の
逃
亡
防
止
目
的
に
よ
る
「
緊
急
箏
態
」

　
①
綾
疑
者
捜
索
に
お
け
る
逃
亡
防
止
目
的
の
「
緊
急
事
態
」
例
外

「
逮
捕
」
と
は
、
法
執
行
機
関
が
被
疑
者
の
身
体
の
自
由
を
奪
う
こ

η
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（
”
）と

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
被
疑
者
の
逃
亡
を
防
止
す
る
た
め
の
無
令
状

捜
索
の
許
容
性
が
問
題
と
な
る
。

　
連
邦
最
高
裁
は
、
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
か
出
る
前
で
は
あ
る
が
、
被

疑
者
捜
索
の
た
め
の
住
居
へ
の
立
入
り
に
つ
き
、
ワ
ー
デ
ン
対
ハ
イ

ド
ン
事
件
で
、
被
疑
者
の
逃
亡
防
止
の
た
め
の
無
令
状
捜
索
が
緊
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
3
0
〕

事
態
と
し
て
許
さ
れ
る
旨
、
判
示
し
た
。

　
こ
れ
は
、
強
盗
を
し
た
X
の
逃
走
先
住
居
に
、
目
撃
情
報
を
も
と

に
捜
査
官
が
無
令
状
で
立
入
り
、
被
疑
者
と
奪
わ
れ
た
金
銭
を
捜
し

た
と
こ
ろ
、
強
盗
時
に
着
用
し
て
い
た
と
思
し
き
衣
服
等
の
証
拠
物

が
洗
濯
機
の
中
な
ど
か
ら
押
収
さ
れ
、
そ
の
後
被
疑
者
を
発
見
、
逮

捕
し
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
捜
索
で
は
警
察
官
は
手
分
け
し
て
住
居

内
で
「
完
全
な
ま
O
『
O
轟
プ
」
捜
索
を
為
し
た
。

　
無
令
状
に
よ
る
立
入
り
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
重
罪
事
件
を

犯
し
武
装
し
て
い
る
被
疑
者
か
住
居
内
に
入
っ
て
か
ら
、
数
分
後
に

警
察
官
か
駆
け
つ
け
て
追
跡
す
る
と
い
う
緊
急
時
に
は
、
無
令
状
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

住
居
に
立
入
り
捜
索
を
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
、
と
し
た
。

　
法
廷
意
見
は
こ
れ
を
、
住
居
内
で
被
疑
者
が
「
抵
抗
し
た
り
逃
走

し
た
り
す
る
」
危
険
性
を
防
止
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
、
と
し

て
い
る
。
こ
の
被
疑
者
の
危
険
性
を
示
す
根
拠
に
つ
い
て
は
、
被
疑

者
が
武
装
し
て
強
盗
事
件
を
起
こ
し
、
そ
れ
か
ら
時
間
が
ほ
と
ん
ど

経
っ
て
い
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
修
正
四
条
目
体
、
「
警

察
官
や
そ
の
他
の
者
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
（
令

状
を
得
る
た
め
の
）
遅
延
ま
で
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、

か
よ
う
な
状
況
下
で
は
「
迅
速
さ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
人
や
武

器
を
住
居
で
完
全
に
捜
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
疑
者
が
住
居
内

に
唯
一
い
る
人
物
で
あ
り
、
逃
走
す
る
た
め
の
武
器
も
警
察
官
が
押

さ
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
確
実
に
な
る
」
と
い
う
。

　
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
緊
急
追
跡
ぎ
↓
君
H
彗
E
の
例
外
を
認
め

　
　
　
（
脱
〕

た
判
例
だ
が
、
こ
の
「
緊
急
追
跡
」
が
逮
捕
執
行
者
の
「
生
命
」
の

安
全
と
、
逃
亡
の
防
止
と
い
う
目
的
ゆ
え
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
、

判
決
中
で
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
判
決
に
よ
れ
ば
事
件
発
生
後
5
分
以
内
に
警
察
官
が
被
疑
者
宅
に

到
着
し
、
ま
た
目
撃
者
が
人
相
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

日
本
で
言
え
ぱ
緊
急
逮
捕
の
た
め
の
被
疑
者
捜
索
の
事
案
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
本
事
案
で
は
、
（
ア
）
緊
急
時
の
住
居
へ
の
無
令

状
で
の
立
入
り
の
可
否
と
、
（
イ
）
被
疑
者
捜
索
の
た
め
に
住
居
全

体
を
完
全
に
暮
o
8
轟
巨
く
捜
索
す
る
こ
と
の
可
否
が
問
題
に
な
る
。

　
ま
ず
（
ア
）
に
つ
い
て
は
、
令
状
を
請
求
し
て
い
た
の
で
は
逮
捕

で
き
な
く
な
る
な
ど
、
切
迫
し
た
状
況
に
あ
る
場
合
、
や
む
を
得
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
件
の
よ
う
に
追
跡
し
て
事
件
発
生
か
ら
数

醐
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分
後
で
あ
る
場
合
、
追
跡
を
中
断
し
て
令
状
手
続
を
要
求
す
る
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
〕

捜
査
機
関
に
と
っ
て
酷
だ
ろ
う
。

　
（
イ
）
に
つ
い
て
は
、
被
疑
者
捜
索
の
た
め
に
住
居
内
を
完
全
に

捜
索
す
る
こ
と
が
常
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
問
題
で
あ
る
。

特
に
、
本
件
の
よ
う
に
被
疑
者
の
み
な
ら
ず
証
拠
物
の
発
見
も
念
頭

に
お
い
て
い
る
場
合
は
問
題
で
あ
る
。
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
は
、
①
被
疑
事

実
と
な
っ
て
い
る
罪
の
重
大
性
、
②
被
疑
者
が
武
装
し
て
い
る
可
能

性
、
③
実
際
に
被
疑
者
が
住
居
内
に
い
る
可
能
性
を
勘
案
し
て
、
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桝
）

居
全
体
へ
の
捜
索
の
可
否
を
判
断
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
下
級
審

判
決
も
、
被
疑
者
の
武
装
可
能
性
の
高
さ
、
抵
抗
可
能
性
の
高
さ
を

理
由
に
、
被
疑
者
捜
索
と
し
て
住
居
全
体
を
捜
索
す
る
こ
と
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

る
判
決
が
散
見
さ
れ
る
。

　
確
か
に
、
被
疑
者
発
見
に
は
住
居
内
を
捜
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
洗
濯
機
や
戸
棚
の
よ
う
に
、
被
疑
者
が
い
そ
う
に
な
い
場
所

を
捜
索
す
る
こ
と
は
被
疑
者
捜
索
の
段
階
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
思

わ
れ
る
。

　
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
を
前
提
と
す
れ
ば
、
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索

の
範
囲
は
被
疑
者
の
「
直
接
支
配
下
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
緊
急

事
態
の
存
在
を
理
由
に
、
被
疑
者
捜
索
の
段
階
で
か
よ
う
な
洗
濯
機

や
戸
棚
の
中
に
至
る
ま
で
の
捜
索
を
為
す
こ
と
は
、
同
判
決
を
潜
脱

す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
逃
亡
防
止
を
目

的
と
し
て
迅
速
な
被
疑
者
捜
索
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
証
拠
収
集
を
目
的
と
し
た
捜
索
自
体
、
被
疑
者
が
い
な
い
よ
う
な

場
所
の
捜
索
を
招
き
、
被
疑
者
捜
索
を
遅
ら
せ
、
逃
亡
防
止
を
阻
害

す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
逮
捕
後
に
直
接
支
配
下
の
捜
索
が
許
容

さ
れ
る
と
こ
ろ
、
被
疑
者
捜
索
段
階
で
捜
索
範
囲
を
広
範
に
認
め
れ

ば
、
捜
査
機
関
が
意
図
的
に
被
疑
者
逮
捕
を
遅
ら
せ
、
証
拠
収
集
を

優
先
す
る
と
い
う
事
態
が
起
き
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
ワ
ー
デ
ン
対
ハ
イ
ド
ン
判
決
は
、
チ
ャ
イ
メ
ル

判
決
以
前
の
ハ
リ
ス
判
決
下
で
出
た
判
決
で
あ
り
、
ハ
リ
ス
判
決
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
髄
）

の
整
合
性
は
保
っ
て
い
た
と
い
う
評
価
は
で
き
る
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
被
疑
者
捜
索
の
範
囲
に
つ
い
て
、
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
下
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
〕

許
容
し
が
た
い
判
決
で
は
な
い
か
。

　
②
逮
捕
後
に
お
け
る
逃
亡
防
止
目
的
の
「
緊
急
事
態
」
例
外
　
こ

こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
逃
亡
防
止
を
考
慮
す
る
必
要
性
は
、
逮
捕
達

成
後
に
も
生
じ
う
る
。

　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

　
ク
リ
ス
マ
ン
事
件
で
は
、
酒
瓶
を
持
っ
た
未
成
年
の
A
を
現
行
犯

逮
捕
し
た
警
察
官
が
、
身
分
証
明
書
を
取
り
に
戻
る
A
に
同
行
し
て

部
屋
へ
行
っ
た
。
す
る
と
、
同
行
先
の
部
屋
の
ル
ー
ム
メ
イ
ト
X
の

机
上
に
大
麻
を
発
見
し
、
押
収
し
た
。
法
廷
意
見
は
、
警
察
官
に
よ

”



一橋論叢　第128巻 第1号 平成14年（2002年）7月号　（82）

る
A
の
逮
捕
後
の
同
行
及
び
部
屋
へ
の
立
入
り
が
、
修
正
4
条
に
反

し
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
前
述
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決

を
挙
げ
、
逮
捕
時
は
逮
捕
執
行
者
に
潜
在
的
な
危
険
性
が
常
に
存
在

す
る
と
い
う
推
定
を
働
か
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
次
い

で
、
適
切
な
監
督
な
く
ぱ
、
被
逮
捕
者
が
逃
走
す
る
可
能
性
が
顕
著

に
存
在
す
る
、
と
い
う
。
ま
た
、
既
に
適
法
に
逮
捕
し
て
い
る
以
上
、

A
の
都
屋
に
立
入
る
こ
と
は
当
然
に
正
当
化
さ
れ
、
X
の
大
麻
の
押

収
は
プ
レ
イ
ン
・
ヴ
ユ
ー
法
理
に
反
し
な
い
と
い
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
宮
ら
の
反
対
意
見
は
、
A
が
寄
宿

舎
外
で
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
本
来
は
A
の
同
意
が
な
け
れ

ば
警
察
官
は
寄
宿
舎
に
入
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
警
察
官
が
実
際
に

被
疑
者
の
逃
亡
防
止
も
し
く
は
生
命
身
体
を
守
る
必
要
性
か
ら
部
屋

に
立
入
っ
た
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
本
件
の
よ
う
に
別
罪
の
証
拠

を
得
る
目
的
で
立
入
る
こ
と
は
違
法
だ
と
い
う
。
本
件
立
入
り
が
違

法
で
あ
る
以
上
、
プ
レ
イ
ン
・
ヴ
ユ
ー
法
理
に
よ
る
薬
物
の
押
収
は

違
法
と
す
る
。
ま
た
、
プ
レ
イ
ン
・
ヴ
ユ
ー
自
体
は
、
部
屋
へ
の
立

入
り
を
正
当
化
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　
法
廷
意
見
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
判
決
同
様
に
、
危
険
性
の
存
在
に
つ

い
て
一
律
判
断
を
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
本
罪
ま
た
は
他
罪

の
証
拠
収
集
を
目
的
と
し
た
捜
索
の
た
め
に
、
逮
捕
を
利
用
す
る
お

そ
れ
が
あ
り
疑
問
で
あ
る
。

　
な
お
、
下
級
審
で
は
次
の
よ
う
な
事
案
が
あ
る
。
戸
口
で
逮
捕
さ

れ
た
被
疑
者
が
パ
ジ
ャ
マ
姿
の
ま
ま
で
警
察
署
へ
向
か
お
う
と
し
た

が
、
捜
査
官
は
着
替
え
を
強
く
勧
め
、
被
逮
捕
者
の
寝
室
ま
で
同
行

し
、
そ
こ
で
証
拠
物
を
押
収
し
た
。
判
決
は
、
こ
の
着
替
え
は
同
意

に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
逃
亡
防
止
の
た
め
に
同
行
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

当
然
だ
と
判
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
、
マ
ッ
ク
リ
ー
裁
判
官
反
対
意
見
が
あ
り
、
被
逮
捕
者
が

パ
ジ
ャ
マ
姿
の
ま
ま
で
警
察
署
へ
向
か
う
と
答
え
て
い
る
の
は
、
無

令
状
で
の
住
居
内
捜
索
を
避
け
る
た
め
だ
っ
た
と
認
定
し
て
当
該
捜

索
を
違
法
と
判
示
し
て
い
る
。

　
実
際
、
戸
口
で
逮
捕
は
達
成
し
て
お
り
、
本
人
が
パ
ジ
ャ
マ
姿
で

い
い
と
言
う
以
上
、
住
居
に
立
入
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
む
し
ろ
捜
査
官
自
身
が
、
着
替
え
を
勧
め
る
こ
と
で
、
逃
亡

の
お
そ
れ
と
い
う
「
緊
急
事
態
」
を
創
出
し
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
被
逮
捕
者
が
住
居
内
へ
の
捜
査
官
の
同
行
を
受
忍
す
る
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

要
が
あ
る
の
か
、
疑
問
が
あ
る
。

　
こ
の
判
決
を
受
け
て
、
捜
査
官
が
自
分
の
捜
索
し
た
い
領
域
に
行

く
た
め
に
被
逮
捕
者
を
連
行
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
指
摘

　
　
（
4
1
）

も
あ
る
が
、
適
切
に
思
わ
れ
る
。

秘
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2
　
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
保
護
目
的
に
よ
る
「
緊
急
事
態
」

　
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
を
保
護
す
る
目
的
で
無
令
状
捜
索
を
認

め
る
「
緊
急
事
態
」
例
外
に
つ
い
て
も
、
被
疑
者
捜
索
段
階
及
び
逮

捕
達
成
後
の
各
段
階
で
問
題
と
な
る
が
、
被
疑
者
捜
索
段
階
に
つ
い

て
は
先
に
挙
げ
た
ワ
ー
デ
ン
対
ハ
イ
ド
ン
事
件
の
と
こ
ろ
で
既
に
触

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

れ
た
の
で
取
り
上
げ
な
い
。

　
以
下
、
逮
捕
達
成
後
の
段
階
で
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
を
保
護

す
る
目
的
の
無
令
状
捜
索
を
認
め
る
「
緊
急
事
態
」
例
外
に
つ
い
て
、

着
手
要
件
と
捜
索
範
囲
を
検
討
す
る
。
即
ち
、
住
居
内
の
第
三
者
が

逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
に
対
す
る
侵
害
行
為
を
為
す
可
能
性
が
あ

る
場
合
の
無
令
状
捜
索
の
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
　
「
安
全
確
認
巡
回
肩
9
8
げ
き
ω
ミ
①
毫
」
の
問
題
を
扱
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
〕

た
連
邦
最
高
裁
の
事
件
と
し
て
は
、
ビ
ュ
イ
ー
事
件
が
あ
る
。

　
「
安
全
確
認
巡
回
」
と
は
、
「
逮
捕
に
伴
っ
て
行
わ
れ
る
、
住
居
の

迅
速
で
制
限
的
な
捜
索
」
で
あ
っ
て
、
「
警
察
官
や
他
の
者
の
安
全

を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
る
」
行
為
で
あ
る
。

　
本
件
は
、
共
犯
の
武
装
強
盗
の
被
疑
事
実
で
、
警
察
官
が
被
疑
者

宅
に
て
共
犯
の
一
人
た
る
被
疑
者
の
逮
捕
を
達
成
し
、
そ
の
後
別
の

人
物
が
現
場
に
い
な
い
か
確
認
の
た
め
逮
捕
現
場
近
く
の
部
屋
を
捜

索
し
た
と
こ
ろ
、
証
拠
物
を
発
見
し
た
事
案
で
あ
る
。
被
告
人
は
、

逮
捕
後
の
無
令
状
捜
索
に
つ
い
て
、
緊
急
性
を
欠
き
違
法
だ
と
主
張

し
た
。

　
法
廷
意
見
は
、
修
正
四
条
で
禁
じ
ら
れ
る
の
は
「
不
合
理
な
捜

索
」
の
み
で
あ
り
、
個
人
の
利
益
へ
の
侵
害
と
法
に
よ
る
政
府
の
利

益
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
「
合
理
性
」
を
判
断
す
る
旨
を
宣
言
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
〕

そ
の
上
で
法
廷
意
見
は
テ
リ
ー
判
決
を
引
き
、
路
上
で
の
武
器
捜
検

に
つ
い
て
、
捜
検
の
必
要
性
と
被
捜
検
者
へ
の
侵
害
の
均
衡
g
一
－

彗
8
か
ら
合
理
性
を
判
断
す
る
と
套
言
し
た
。
そ
し
て
、
逮
捕
す

る
相
当
な
理
由
が
な
い
状
況
で
、
捜
査
官
へ
の
危
険
や
他
の
被
害
か

ら
身
を
守
る
必
要
性
が
あ
る
と
合
理
的
な
慎
重
さ
を
有
す
る
捜
査
官

が
信
じ
る
場
合
、
身
体
の
捜
検
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
法
廷
意
見
に

よ
れ
ば
、
こ
の
考
え
方
を
本
件
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
本
件
で
は
被
疑
者
の
逮
捕
が
達
成
さ
れ
た
後
の
探
索
行
為
が
問
題

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
も
は
や
逮
捕
行
為
自
体
で
は
正
当
化
さ
れ
な

い
と
し
、
危
険
で
不
意
の
攻
撃
を
捜
査
官
に
為
し
う
る
人
物
が
い
る

か
も
し
れ
な
い
住
居
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
、
「
捜
査
官
の
身
体

の
安
全
と
い
う
利
益
」
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の

捜
査
官
へ
の
危
険
性
は
、
テ
リ
ー
事
件
の
よ
う
な
路
上
で
の
状
況
と

同
等
以
上
に
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
路
上
で
の
捜

搬
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検
と
異
な
り
、
身
柄
拘
束
と
い
う
よ
り
大
き
な
不
利
益
に
被
処
分
者

は
直
面
し
、
か
つ
住
居
内
で
は
捜
査
官
は
路
上
よ
り
も
不
利
な
状
況

に
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
逮
捕
後
に
周
囲
を
捜
索
す
る

に
あ
た
っ
て
、
危
険
性
の
存
在
に
つ
い
て
相
当
な
理
由
肩
o
訂
巨
o

○
豊
器
は
必
要
で
は
な
く
、
警
察
官
が
具
体
的
で
明
白
な
事
実
に
基

づ
き
そ
の
場
所
に
誰
か
が
潜
ん
で
い
て
現
場
の
人
問
に
危
害
を
加
え

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
合
理
的
な
信
念
冨
農
O
冨
⊆
①
訂
一
薫
」

を
抱
い
た
場
合
、
適
正
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
安
全
を
確
認
す
る
た

め
に
巡
回
す
る
こ
と
は
修
正
四
条
に
反
し
な
い
と
し
た
。

　
な
お
、
法
廷
意
見
は
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
で
示
さ
れ
た
捜
索
範
囲
で

あ
る
「
直
接
支
配
下
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
第

一
に
、
本
件
の
よ
う
な
「
安
全
確
認
巡
回
」
と
異
な
り
、
チ
ャ
イ
メ

ル
判
決
は
、
逮
捕
の
目
的
と
な
っ
た
被
疑
事
実
の
証
拠
を
得
る
た
め

に
住
居
全
体
を
捜
索
し
て
良
い
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ

り
、
本
件
の
よ
う
な
逮
捕
執
行
者
の
安
全
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で

は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
第
二
に
、
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
無
令
状
捜
索
は
、
被
逮
捕
者
か
ら
逮
捕
執
行
者
の
身
体
の
安

全
を
守
る
こ
と
を
無
令
状
捜
索
の
正
当
化
事
由
に
し
て
い
る
の
に
対

し
、
本
件
は
住
居
内
の
第
三
者
か
ら
の
逮
捕
執
行
者
の
安
全
を
考
慮

し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
事
案
が
異
な
る
、
と
い
う
。
以
上
か
ら
、

チ
ャ
イ
メ
ル
判
決
に
い
う
「
直
接
支
配
下
」
と
い
う
捜
索
範
囲
と
本

件
判
決
は
矛
盾
し
な
い
、
と
判
示
し
て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
「
安
全
確
認
巡
回
」
に
つ
い
て
、
「
合
理
的
な

信
念
」
が
存
在
し
て
い
た
か
否
か
再
度
判
断
す
る
よ
う
、
州
控
訴
審

裁
判
所
に
差
戻
し
て
い
る
。

　
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
（
ア
）
「
安
全
確
認
巡
回
」
の
着
手
は
個
別

具
体
的
な
事
実
に
応
じ
て
為
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
、
（
イ
）
捜
索
範

囲
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。

　
（
ア
）
に
つ
い
て
は
、
「
安
全
確
認
巡
回
」
へ
の
着
手
が
認
め
ら
れ

る
の
は
、
個
別
具
体
的
に
逮
捕
執
行
者
へ
の
危
険
が
認
め
ら
れ
、
捜

索
令
状
の
取
得
が
困
難
で
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛎
）

解
が
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
判
決
が
「
警
察
官

が
具
体
的
で
明
白
な
事
実
に
基
づ
き
そ
の
場
所
に
誰
か
が
潜
ん
で
い

て
現
場
の
人
間
に
危
害
を
加
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
合
理
的
な

信
念
『
竃
ω
O
墨
巨
Φ
σ
昌
9
を
抱
い
た
場
合
」
　
に
　
「
安
全
確
認
巡

回
」
へ
の
着
手
を
認
め
る
、
と
し
て
い
る
都
分
は
そ
の
よ
う
な
個
別

具
体
的
判
断
を
支
持
し
う
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
逮
捕
執
行
者
の
身
体
を
守
る
た
め
と
は
言
え
、
一
律
に
隣
接

す
る
部
屋
の
捜
索
を
許
容
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決

で
示
し
た
「
直
接
支
配
下
」
と
い
う
無
令
状
捜
索
の
範
囲
を
弛
緩
さ
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せ
る
。
そ
し
て
、
捜
索
範
囲
が
一
律
に
広
が
る
と
す
れ
ぱ
、
捜
査
官

に
逮
捕
執
行
の
際
に
証
拠
収
集
の
契
機
を
広
範
囲
に
与
え
る
こ
と
に

な
り
、
「
安
全
確
認
巡
回
」
が
逮
捕
執
行
か
ら
証
拠
収
集
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

行
為
に
転
化
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
特
に
合
衆
国
で
は
プ
レ
イ

ン
．
ヴ
ユ
ー
法
理
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
危
険
性
が
大
き

い
。

　
だ
が
、
「
安
全
確
認
巡
回
」
に
つ
い
て
、
個
別
具
体
的
事
実
に
基

づ
く
判
断
は
裁
判
所
に
困
難
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
指
摘

　
（
〃
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
個
別
具
体
的
事
実
と
い
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
事

実
か
あ
れ
ば
「
安
全
確
認
巡
回
」
を
為
し
う
る
の
か
が
不
明
確
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
確
か
に
、
判
例
上
も
未
だ
「
合
理
的
な
信

念
鳥
麸
O
冨
巨
①
σ
竺
9
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
自
体
示
し
て
お
ら

ず
、
不
明
確
さ
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
着
手
要

件
と
し
て
、
①
被
疑
事
実
と
な
っ
て
い
る
罪
種
（
武
装
の
有
無
な

ど
）
、
②
共
犯
の
有
無
、
③
被
逮
捕
者
の
性
向
（
過
去
の
犯
歴
な
ど
）
、

④
人
が
隠
れ
ら
れ
る
場
所
の
膏
無
、
な
ど
の
要
素
を
考
慮
し
て
判
断

す
れ
ば
、
困
難
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
個
別
具
体
的
判
断
の
手
法
に
よ
れ
ば
、
「
安
全
確
認
巡
回
」

が
逮
捕
執
行
者
の
生
命
身
体
の
安
全
を
第
三
者
に
よ
る
攻
撃
か
ら
守

る
た
め
に
認
め
ら
れ
る
以
上
、
捜
索
範
囲
は
実
際
に
第
三
者
が
逮
捕

現
場
へ
の
攻
撃
を
為
し
う
る
よ
う
な
場
所
の
み
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
本
判
決
が
テ
リ
ー
判
決
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
テ

リ
ー
判
決
が
身
体
捜
索
ω
雷
『
争
で
は
な
く
捜
検
ヨ
呉
（
は
た
い

て
た
た
く
程
度
寝
箒
＆
3
ミ
■
）
　
で
足
り
る
と
し
て
い
る
こ
と
を

受
け
て
、
「
安
全
確
認
巡
回
」
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
他
者
が
い

る
疑
い
の
あ
る
部
屋
を
外
か
ら
見
る
、
あ
る
い
は
数
秒
問
歩
き
回
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

程
度
の
探
索
行
為
し
か
許
容
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
少
な

く
と
も
、
「
安
全
確
認
巡
回
」
が
逮
捕
執
行
者
の
身
体
保
護
を
目
的

と
し
て
い
る
以
上
、
人
が
隠
れ
ら
れ
な
い
場
所
の
捜
索
は
許
容
で
き

な
い
こ
と
に
な
ろ
う
o

　
3
　
証
拠
破
壊
隠
匿
防
止
目
的
に
よ
る
「
緊
急
事
態
」

　
次
に
、
証
拠
の
破
壌
隠
匿
を
防
止
す
る
目
的
で
、
チ
ャ
イ
メ
ル
判

決
の
示
し
た
「
直
接
支
配
下
」
以
外
の
場
所
を
、
無
令
状
で
捜
索
押

収
し
う
る
の
か
、
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

　
こ
の
問
題
は
ヴ
ェ
イ
ル
事
件
で
検
討
さ
れ
た
。
本
件
で
は
捜
査
官

が
被
疑
者
宅
を
監
視
し
、
被
疑
者
が
覚
せ
い
剤
の
取
引
の
た
め
に
住

居
か
ら
出
た
と
こ
ろ
で
逮
捕
令
状
に
基
づ
き
覚
せ
い
剤
所
持
で
逮
捕

し
、
そ
の
後
、
被
逮
捕
者
の
家
族
が
住
居
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
証
拠

物
の
捜
索
を
為
し
、
寝
室
で
多
量
の
覚
せ
い
剤
を
発
見
し
た
事
案
で

飾
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＾
5
0
）

あ
る
。

　
法
廷
意
見
は
、
住
居
内
で
無
令
状
捜
索
を
行
う
の
な
ら
、
屋
内
で

逮
捕
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
本
件
で
は
家
族
帰
宅
前
は

住
居
内
に
被
逮
捕
者
以
外
に
誰
も
い
な
か
っ
た
た
め
証
拠
破
壊
の
危

険
生
自
本
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

　
ま
た
、
証
拠
破
壊
が
現
実
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
定
す
る

責
任
が
州
最
高
裁
に
あ
っ
た
と
述
べ
、
本
件
で
は
事
前
に
被
疑
者
を

監
視
す
る
な
ど
、
捜
索
令
状
を
取
得
す
る
余
裕
が
あ
っ
た
と
も
指
摘

し
、
本
件
が
「
緊
急
事
態
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か

ら
、
証
拠
物
の
段
棄
隠
匿
に
つ
い
て
具
体
的
現
実
的
な
危
険
が
存
在

す
る
場
合
は
、
無
令
状
捜
索
が
「
緊
急
事
態
」
と
し
て
許
さ
れ
る
も

の
と
し
て
読
め
る
。

　
も
っ
と
も
、
捜
索
令
状
の
取
得
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
住
居
前
で

の
被
疑
者
の
取
引
の
様
子
か
ら
、
初
め
て
住
居
内
に
覚
せ
い
剤
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
「
相
当
な
理
由
」
を
得
た
と
さ
れ
る
た
め
、

逮
捕
の
前
に
捜
索
令
状
を
得
て
お
く
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
い
う

　
（
5
1
）

指
摘
が
説
得
的
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
（
ア
）
無
令
状
捜
索
の
着
手
に
つ
き
、
法
廷
意
見
が
述
べ

る
よ
う
に
証
拠
破
壊
行
為
の
現
認
を
要
す
る
か
、
そ
れ
と
も
プ
ラ
ッ

ク
裁
判
官
の
主
張
す
る
よ
う
に
捜
査
官
が
証
拠
破
壌
の
危
険
性
を
合

理
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
足
り
る
か
、
（
イ
）
捜
索
に
着

手
し
た
後
、
捜
索
範
囲
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
（
ア
）
の
看
手
要
件
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
「
現
実
の
証
拠
破

壊
」
を
要
求
し
て
い
る
。
確
か
に
、
現
実
の
証
拠
破
壊
行
為
が
第
三

者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
捜
索
令
状
を
得
る
時

間
は
な
く
、
無
令
状
捜
索
押
収
を
為
す
必
要
性
が
高
い
。
し
か
し
、

現
実
に
証
拠
破
壊
が
行
わ
れ
な
く
と
も
、
捜
索
令
状
を
得
よ
う
と
す

る
と
、
そ
の
間
に
証
拠
破
壊
が
明
ら
か
に
為
さ
れ
う
る
場
合
は
ど
う

対
処
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
被
逮
捕
者
以
外
の
第
三
者
か
現
場

に
い
る
と
き
、
被
逮
捕
者
を
引
致
し
た
後
で
証
拠
の
段
棄
隠
匿
が
為

さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
場
合
も
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
、
法
廷
意
見
を
徹
底
す
る
と
、
現
実
の
証
拠
破
壊
は
為
さ

れ
て
い
な
い
が
、
現
場
か
ら
捜
査
官
が
離
れ
た
ら
証
拠
の
段
棄
隠
匿

が
為
さ
れ
そ
う
な
場
合
、
捜
索
令
状
が
得
ら
れ
る
ま
で
逮
捕
現
場
に

被
逮
捕
者
と
と
も
に
捜
査
官
が
居
残
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う

　
　
（
5
2
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
捜
索
令
状
が
得
ら
れ
る
ま
で
、
捜
査
官
が
現
場

に
居
残
り
続
け
る
と
、
そ
の
間
当
該
住
居
に
い
る
者
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
は
侵
害
さ
れ
る
。
し
か
も
、
捜
索
令
状
を
得
ら
れ
た
ら
、
結
局

は
住
居
全
体
を
捜
索
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
　
一
般
探
索
行
為
を
禁

止
す
る
修
正
四
条
と
て
、
こ
の
よ
う
な
負
担
を
強
い
て
ま
で
捜
索
令

船
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（
鴉
）

状
を
要
求
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、
ヴ
ェ
イ
ル
判
決
が
厳
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砧
）

に
過
ぎ
る
と
主
張
す
る
論
者
も
い
る
が
、
そ
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
ろ

う
。

　
実
際
、
ヴ
ェ
イ
ル
判
決
以
後
の
州
裁
判
所
や
連
邦
下
級
審
は
、
一

部
の
判
決
を
除
い
て
、
証
拠
破
壊
行
為
が
現
認
さ
れ
な
く
て
も
無
令

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

状
捜
索
の
着
手
を
認
め
、
「
証
拠
破
壊
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
」
と
い
う
着
手
要
件
は
傍
論
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
も
あ
る
と
い

壷
。・

つ

　
か
よ
う
に
「
現
実
の
証
拠
破
壊
」
と
い
う
看
手
要
件
の
厳
格
さ
ゆ

え
に
不
都
合
か
生
じ
る
な
ら
ば
、
着
手
要
件
を
緩
和
せ
ざ
る
を
得
な

（
卸
〕い

。
た
だ
証
拠
破
壊
の
お
そ
れ
を
逮
捕
時
に
一
律
に
認
め
る
と
、
現

実
に
証
拠
破
壊
の
可
能
性
が
な
い
の
に
捜
索
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、

逮
捕
が
捜
索
の
手
段
に
利
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

　
こ
の
点
連
邦
下
級
蕃
ル
ー
ビ
ン
判
決
が
参
考
に
な
る
。
同
判
決
は

麻
薬
事
案
だ
が
、
他
の
下
級
審
判
決
を
分
析
し
て
以
下
の
要
件
を
示

す
。
①
捜
索
令
状
獲
得
ま
で
に
要
す
る
時
間
が
長
い
こ
と
、
②
禁
制

品
（
麻
薬
）
が
隠
匿
さ
れ
る
合
理
的
な
信
念
σ
g
g
の
存
在
、
③

捜
索
令
状
を
求
め
て
い
る
問
に
禁
制
品
の
現
場
を
守
る
警
察
官
（
の

生
命
身
体
）
に
対
し
て
危
険
が
及
ぷ
可
能
性
の
存
在
、
④
警
察
官
が

追
っ
て
い
る
こ
と
を
禁
制
品
（
麻
薬
）
の
所
持
者
が
知
っ
て
い
る
旨

の
情
報
の
存
在
、
⑤
禁
制
品
（
麻
薬
）
の
段
棄
の
可
能
性
の
高
さ
、

及
び
麻
薬
を
処
分
し
た
り
逃
走
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
の
が
麻
薬
事

件
に
関
与
す
る
者
に
特
徴
的
な
行
動
で
あ
る
と
い
う
経
験
則
の
存
在
、

で
あ
る
。

　
専
ら
事
案
に
即
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
④
⑤
は
一
般
化
し
に
く
い

が
、
他
は
著
手
要
件
と
し
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
①
及
び
③

は
緊
急
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
②
の
「
合
理
的
な
信
念
」
の
理
解
次
第
で
、
こ
の
要

件
へ
の
評
価
も
変
わ
り
う
る
。
判
断
要
素
と
し
て
、
犯
罪
の
重
大
性
、

証
拠
物
の
性
質
（
駿
棄
隠
匿
の
容
易
性
）
、
現
場
に
い
る
第
三
者
と

被
逮
捕
者
の
親
密
性
、
第
三
者
の
挙
動
、
第
三
者
と
被
疑
事
実
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朋
）

関
係
（
共
犯
の
有
無
）
、
な
ど
を
挙
げ
う
る
。

　
ま
た
、
事
後
的
に
裁
判
所
が
用
い
る
判
断
基
準
と
し
て
、
証
拠
破

壊
と
い
う
緊
急
事
態
を
招
来
せ
ず
に
捜
索
押
収
を
為
す
手
段
が
、
逮

捕
前
も
し
く
は
逮
捕
時
に
捜
査
官
側
に
存
在
し
て
い
た
か
否
か
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
0
）

い
う
基
準
も
必
要
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
捜
査
官
が
自
ら
「
緊
急

事
態
」
を
創
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
有
効
な
基
準
で
あ
り

適
切
だ
ろ
う
。

　
次
い
で
（
イ
）
捜
索
範
囲
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
安
全
確

認
巡
回
召
0
8
0
葦
①
ω
奉
①
8
」
が
捜
索
範
囲
を
「
逮
捕
現
場
を
攻

87
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撃
し
う
る
場
所
」
に
限
定
で
き
た
の
に
対
し
、
証
拠
の
段
棄
隠
匿
の

場
合
は
そ
の
よ
う
な
限
定
は
困
難
で
あ
る
。
「
証
拠
破
壊
を
為
し
う

る
場
所
」
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
捜
索
範
囲
の
制
約
原
理
と
し
て
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

ま
り
作
用
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
看
手
要
件
を
厳
格
に
す
る
こ
と
で
、
逮
捕
が
証
拠

収
集
目
的
に
転
化
し
な
い
よ
う
に
規
制
す
る
方
が
望
ま
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。五

　
結
び
に
か
え
て

　
以
上
の
よ
う
に
、
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索
を
め
ぐ
っ
て
、
合
衆

国
の
判
例
に
は
個
別
具
体
的
判
断
を
す
る
場
合
と
、
明
確
な
一
律
基

準
に
よ
る
判
断
を
す
る
場
合
が
あ
る
。
「
直
接
支
配
下
」
と
い
う
概

念
は
個
別
具
体
的
判
断
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
た
。
他
方
、
緊

急
事
態
に
つ
い
て
連
邦
最
高
裁
は
一
部
で
一
律
基
準
を
用
い
て
い
る

が
、
証
拠
破
壊
の
場
合
は
下
級
審
で
は
支
配
的
で
は
な
い
。
全
体
と

し
て
、
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜
索
の
場
面
で
は
個
別
具
体
的
判
断
が

優
勢
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
限
定
説
で
は
明

ら
か
で
は
な
い
緊
急
事
態
に
お
け
る
対
処
に
つ
い
て
、
事
案
に
応
じ

た
個
別
具
体
的
な
判
断
を
用
い
て
い
る
点
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
「
同
一
管
理
権
限
」
と
い
う
捜
索
範
囲
を
主
張
す
る
日

本
の
合
理
説
は
、
広
め
の
捜
索
範
囲
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
上
述
合

衆
国
判
例
の
よ
う
な
細
か
い
利
益
衡
量
を
極
カ
省
き
、
逮
捕
時
に
一

律
に
適
用
さ
れ
る
基
準
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
捜
査
機
関
の
行
為
規

範
を
明
示
す
る
志
向
が
強
い
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
合
衆
国

で
し
ば
し
ぱ
主
張
さ
れ
る
解
釈
手
法
で
言
え
ば
、
合
理
説
は
「
明
白

な
ル
ー
ル
巨
O
q
葦
≡
①
；
一
①
」
志
向
か
強
い
見
解
だ
ろ
う
。

　
他
方
で
、
限
定
説
は
、
原
則
と
し
て
捜
索
範
囲
を
「
被
疑
者
の
手

の
届
く
範
囲
」
と
い
う
形
で
狭
く
す
る
こ
と
で
、
緊
急
の
事
態
が
発

生
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
個
別
具
体
的
な
衡
量
を
行
う
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
「
情
況
の
総
合

的
考
慮
8
巨
一
q
O
H
睾
ε
∋
9
彗
O
窃
」
志
向
が
強
い
見
解
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
限
定

説
が
採
用
す
る
理
由
は
、
個
別
判
断
を
通
じ
て
、
権
利
侵
箸
か
ら
の

救
済
の
機
会
を
被
処
分
者
に
多
く
与
え
た
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で

　
　
　
　
　
（
6
2
〕

は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
う
す
る
と
、
両
説
の
相
違
は
、
刑
訴
法
二
二
〇
条
を
、
捜
査
機

関
の
行
為
規
範
の
条
文
と
し
て
読
む
か
、
被
処
分
者
の
権
利
保
障
の

条
文
と
読
む
か
、
に
収
敏
さ
れ
る
よ
う
に
囲
心
わ
れ
る
。
い
ず
れ
の
読

み
方
が
妥
当
な
の
か
は
、
上
位
規
範
た
る
憲
法
三
五
条
の
位
置
付
け

に
左
右
さ
れ
よ
う
。

紹
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そ
の
た
め
に
は
、
憲
法
三
五
条
下
で
、
合
理
説
の
採
用
す
る
広
め

の
「
明
白
な
ル
ー
ル
」
が
妥
当
性
を
有
す
る
の
か
、
仮
に
限
定
説
が

妥
当
と
し
て
も
、
個
別
具
体
的
な
衡
量
の
方
法
と
し
て
合
衆
国
連
邦

最
高
裁
の
法
廷
意
見
が
憲
法
三
五
条
の
下
で
も
妥
当
す
る
の
か
、
検

討
を
要
す
る
。
そ
し
て
三
五
条
の
除
外
文
言
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
の
か
、
そ
の
下
で
刑
訴
法
二
二
〇
条
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ

れ
る
べ
き
な
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
か
あ
る
。
こ
れ
ら
は
別

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
〕

の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

（
1
）
　
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
（
有
斐
閣
、
　
一
九
五
八
年
）
　
一
一

　
六
頁
の
他
、
最
近
で
は
自
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
」
（
日
本
評
論
社
、

　
第
二
版
、
二
〇
〇
一
年
）
二
二
一
頁
、
光
藤
景
咬
『
口
述
刑
事
訴
訟

　
法
・
上
』
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
五
三
頁
な
ど
。

（
2
）
　
最
近
で
は
中
野
目
善
則
「
捜
索
・
押
収
（
2
）
」
現
代
刑
事
法
八

　
号
八
三
頁
（
一
九
九
九
年
）
、
小
林
充
『
刑
事
訴
訟
法
』
（
現
代
法
律

　
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
八
八
頁
、
平
良
木
登
規
男
「
証
拠
の
収
集
に

　
関
す
る
諸
問
題
」
警
察
学
論
葉
五
三
巻
九
号
一
四
一
頁
（
二
〇
〇
〇

　
年
）
な
ど
。

（
3
）
　
上
口
裕
ほ
か
『
基
礎
演
習
刑
事
訴
訟
法
」
（
有
斐
閣
、
　
一
九
九

　
六
年
）
四
一
頁
［
上
口
裕
］
、
川
出
敏
裕
「
逮
捕
に
伴
・
つ
差
押
え
・

　
捜
索
・
検
証
」
法
教
一
九
七
号
三
六
頁
（
一
九
九
七
年
）

（
4
）
O
ミ
§
軸
；
O
ミ
さ
§
貴
竈
σ
⊂
．
ω
．
寄
M
（
－
o
竈
）
．

（
5
）
　
田
宮
裕
編
著
『
刑
事
訴
訟
法
1
」
（
有
斐
閣
、
　
一
九
七
五
年
）

　
三
四
八
⊥
二
四
九
頁
［
田
宮
裕
］
。
な
お
出
宮
裕
「
逮
捕
に
伴
う
捜

　
索
・
押
収
」
判
タ
ニ
四
八
号
二
六
頁
（
一
九
七
〇
年
）
、
同
『
捜
査

　
の
構
造
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
所
収
参
照
。

（
6
）
峯
葦
竃
－
宛
1
；
フ
姜
一
ω
姜
竃
＝
姜
o
ω
彗
昌
窒
－
＞
一
「
竃
宇

　
ヨ
竃
o
z
…
両
司
o
完
…
＞
姜
z
一
〕
姜
z
1
く
…
1
ω
（
ω
コ
一
同
o
．
し
o
8
）
一

　
與
一
ω
O
①
－
ω
O
↓
1

（
7
）
S
§
軋
ω
ミ
婁
睾
き
9
§
籟
ミ
o
8
司
．
ぎ
．
塞
ρ
害
o
（
o
。
一
コ

　
○
マ
．
－
o
⑩
o
）
一
§
“
冒
邑
ω
§
ざ
眈
睾
旨
茗
雨
F
｛
一
σ
弓
．
N
旦
一
M
ω
（
蜆
↓
＝
O
マ
ー

　
屋
お
）
1

（
8
）
吻
§
＄
即
q
ミ
＆
ω
§
膏
｝
睾
き
§
一
ミ
①
『
ぎ
貫
お
占
o

　
（
N
自
旦
ρ
『
」
彗
ω
）
’

（
9
）
連
§
膏
睾
§
ミ
目
§
戸
竃
H
一
一
－
蟹
爵
P
ω
二
Z
．
向
－
旨
8
－

　
（
邑
凄
）
■
本
判
決
で
は
、
「
直
接
支
配
下
」
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、

　
①
被
逮
捕
者
の
武
装
の
有
無
、
②
被
疑
者
を
助
け
る
意
図
を
有
す
る

　
第
三
者
の
存
在
可
能
性
、
③
警
察
官
の
逮
捕
執
行
情
況
に
お
け
る
物

　
理
的
支
配
の
範
囲
を
考
慮
し
た
。

（
m
）
　
S
叫
§
臣
ω
－
o
膏
餉
e
旨
ぎ
茗
｝
o
ミ
ー
①
『
1
ω
o
①
ρ
べ
ω
（
蜆
↓
す
O
マ
．

搬
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－
o
o
卜
）
一
ミ
ぱ
o
昌
ミ
ぎ
軸
S
ミ
．
茗
的
－
－
o
o
司
ω
⊆
M
0
印
（
蜆
斤
す
O
マ
ー
－
o
㊤
占
）
一

（
u
）
　
さ
o
皇
軸
冥
ミ
ミ
ミ
富
§
夕
s
＝
一
N
庄
N
ω
ρ
ω
＝
z
一
戸
N
α
①
o
o
ピ
o
o
o
蜆

　
　
（
お
麦
）
．

（
u
）
　
　
§
｝
－
雨
良
　
ω
－
S
－
軸
｝
　
e
■
　
』
｝
軋
冒
－
1
ω
O
守
O
O
）
　
O
o
靹
　
司
一
ω
O
　
↓
O
N
一
　
↓
O
蜆

　
　
（
お
8
）
－

（
B
）
　
　
－
｝
｝
｝
く
戸
｝
§
『
目
コ
o
↓
o
9
凹
一
ω
－
o
．

（
M
）
　
q
冨
｝
膏
、
吻
－
自
討
■
e
－
ミ
邑
寄
亀
§
仰
｛
藺
ム
｝
．
N
O
－
o
－
①
（
U
．
O
．
O
－
〔

　
　
δ
ご
）
．

（
蝸
）
　
§
“
§
旦
吻
吊
邑
§
眈
e
．
ξ
餉
o
o
沖
ド
ム
蜆
べ
｝
．
N
o
＝
σ
㎝
（
蜆
一
サ
O
マ
一

　
　
－
o
s
）
一

（
蝸
）
　
§
軌
§
軋
　
ω
吊
昌
冨
吻
　
e
．
ま
§
一
　
M
　
｝
．
ω
匝
　
－
o
㎝
o
o
　
（
－
o
ド
＝
　
O
マ
一

　
　
δ
竃
）
一

（
〃
）
　
　
§
｝
“
軸
～
ω
、
昌
叶
軸
o
皇
一
完
o
庁
｝
茗
吻
o
茗
一
｛
－
｛
一
］
．
ω
一
M
－
o
o
（
－
①
↓
ω
）

（
㎎
）
　
　
冒
『
ミ
睾
o
き
｛
〇
一
ω
0
M
一
⊆
1
ω
　
r
M
↓
（
－
o
①
↓
）

（
㎎
）
　
　
［
｝
勺
＞
く
戸
吻
§
§
昌
〇
一
〇
ρ
硅
F
ω
o
o
－

（
2
0
）
　
o
ビ
ン
ソ
ン
判
決
は
完
全
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
～
〒
o
冨
－

　
　
8
身
被
疑
者
に
つ
い
て
、
類
型
的
に
そ
の
危
険
性
を
認
め
た
と
言

　
　
え
る
。
～
＝
1
ε
段
o
身
で
は
な
い
場
合
、
例
え
ぱ
速
度
制
限
違
反

　
　
で
出
廷
週
告
状
を
交
付
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
べ
§
ミ
s
s
さ
ミ
p

　
　
S
蜆
⊂
。
O
O
．
＝
ω
（
屋
O
O
O
）
、
洲
見
光
男
「
添
冒
至
窃
く
。
－
O
ξ
凹
」
ア
メ

　
　
リ
カ
法
二
〇
〇
〇
⊥
号
一
五
六
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
参
昭
一
。

（
別
）
　
　
」
～
“
§
　
ぎ
「
沖
睾
由
喧
－
叶
o
曽
’
ム
蜆
o
o
［
，
一
ω
．
ム
靹
｛
（
一
〇
〇
〇
一
）
一

（
㎜
〃
…
）
　
§
’
胆
F
ム
蜆
o
o
o
μ
＝
自
舵
’
く
　
刃
一
「
由
司
団
く
P
．
．
O
亀
餉
雨
－
｝
｝
1
0
S
吻
雨
㌧
o
｝
．
冒
・

　
、
｛
o
s
－
｝
o
茗
．
、
竈
雨
鶉
篶
餉
　
，
ω
－
邑
嵩
軋
富
「
、
｛
～
雨
亀
　
』
u
，
o
o
軸
包
s
『
軸
一
．
完
o
｝
甘
s
助
o
s
　
－
）
｝
1

　
ざ
§
§
P
－
o
ベ
ム
o
o
．
O
け
元
而
く
1
－
N
一
－
杜
一
－
－
｛
N
．

（
羽
）
　
　
ω
籟
軸
§
｛
曽
餉
、
」
o
蜆
〇
七
ゴ
　
o
．
o
『
団
『
■
〇
一
完
軸
－
ぎ
｝
s
沖
｝
茗
的
｝
ぎ
軸
き
s
・

　
ミ
ま
』
§
耐
茗
巨
§
吊
曽
－
ミ
ざ
§
茗
－
完
雨
勺
皇
寺
軸
§
雨
冨
戸
－
o
＞
…
．
0
2
竃
．
－
．

　
　
カ
向
く
．
①
O
ω
－
①
＝
（
－
㊤
O
O
N
）
一

（
別
）
「
弓
…
p
帖
§
§
昌
8
9
與
二
鼻

（
2
5
）
　
も
っ
と
も
、
本
件
は
自
動
車
の
事
案
ゆ
え
に
特
殊
な
判
断
が
為

　
　
さ
れ
た
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
「
自
動
車
例
外
」
も
視
野
に
入
れ
て

　
　
検
討
す
へ
き
な
の
で
、
　
こ
こ
て
は
立
入
ら
な
い
。
9
彗
p
餉
§
§

　
　
目
o
↓
①
N
ω
一
與
↓
ω
－
－
－
ω
－
N
■

（
2
6
）
　
合
衆
国
で
は
逮
補
時
無
令
状
懐
索
も
「
緊
急
事
態
」
の
文
脈
で

　
　
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ω
寒
声
的
。
旨
8
げ
峯
■
r
彗
身
コ
ω
ζ
『
ぎ

　
ω
冒
b
§
§
砧
　
o
o
冒
『
＾
げ
　
ω
耐
目
「
〔
ま
　
さ
『
　
き
嘗
『
－
ま
　
』
§
垣
茗
包
§
軸
s
吊
　
ω
｝
昌
3
－

　
、
萬
ミ
2
　
『
｝
雨
　
書
『
§
曽
ミ
軸
眈
｝
　
ω
喧
昌
ミ
ぎ
　
仁
団
　
O
o
自
自
－
ω
．
－
　
ド
　
ω

　
　
（
畠
ご
）
一
な
お
、
「
緊
急
事
態
」
に
つ
い
て
、
林
正
人
「
「
緊
急
性
」

　
　
と
令
状
に
よ
ら
な
い
捜
索
・
押
収
（
一
）
（
二
・
完
）
－
ア
メ
リ
カ

　
合
衆
国
判
例
を
中
心
と
し
て
－
」
法
学
論
叢
一
四
五
巻
五
号
三
七
頁

90
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（
一
九
九
九
年
）
、
　
一
四
七
巻
四
号
八
二
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
。
も
っ

　
と
も
、
内
容
は
逮
捕
の
場
面
に
限
定
さ
れ
ず
、
視
点
に
も
相
違
か
あ

　
る
。
な
お
、
洲
見
光
男
「
修
正
四
条
に
よ
る
裁
扱
統
制
手
法
」
小
早

　
川
義
則
ほ
か
編
著
『
光
藤
景
岐
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
』
（
成

　
文
堂
、
二
〇
〇
一
隼
）
一
七
九
頁
は
全
体
的
な
修
正
四
条
の
概
観
を

　
一
不
す
。

（
〃
）
　
§
茗
茗
軸
吻
O
－
邑
e
．
＾
U
－
眈
O
茗
．
ム
O
蜆
一
〕
一
ω
1
⑩
r
－
O
O
（
一
〇
〇
〇
）
．

（
蝸
）
　
｝
o
o
C
．
ω
1
0
　
ω
ω
o
ム
ー
．

（
鵬
）
　
　
～
く
＞
く
z
両
　
宛
一
［
＞
司
｝
く
両
’
』
両
宛
o
F
o
＝
．
－
ω
司
＞
両
F
＞
z
o
プ
，
〉
z
n
≒
－
．

　
丙
妻
P
0
2
ζ
－
z
｝
「
勺
冗
c
c
吊
一
〕
⊂
罰
両
（
ω
，
旦
①
旦
－
一
M
0
0
0
）
與
↓
－
一
〇
〇
．

（
3
0
）
　
　
§
『
旦
⑮
葛
早
き
セ
軋
雨
昌
一
ω
O
O
司
⊂
．
ω
．
M
O
』
（
－
O
①
↓
）
1

（
訓
）
　
§
一
與
↓
M
O
O
O
O
－
巨
『
■
O
q
ミ
O
b
O
茗
自
－
」
e
．
q
茗
迂
雨
、
ω
、
S
－
軸
少
ω
ω
㎝
一
」
．
ω
ー

　
ム
α
－
’
｛
㎝
⑦
．

（
駆
）
　
　
ω
雨
軸
一
｝
サ
O
「
丙
．
」
O
㏄
両
1
＝
’
く
㌔
＞
カ
宛
〉
2
H
F
同
ω
ω
ω
同
＞
司
O
匡
［
＞
’
く
－
〕
両
甲

　
　
竃
O
冥
（
曽
8
）
呉
伽
一
竃
一
［
｝
＝
葦
｝
§
§
目
O
冨
ρ
與
二
蜆
；
曽
乱

　
｝
o
o
茗
．

（
鍋
）
　
ω
軸
雨
一
』
同
罰
o
「
o
＝
．
i
『
元
｝
両
「
俸
峯
＞
く
之
向
丙
．
「
｝
句
｝
く
F
．
．
O
彗
…
一
・

　
　
z
＞
［
　
、
元
O
o
同
o
o
司
両
－
O
C
z
㏄
一
一
一
と
＝
O
z
＞
［
　
［
－
…
一
↓
｝
」
コ
O
z
㎝
－
L
。
　
（
①
；

　
　
a
。
』
o
o
－
）
団
二
8
．
林
・
前
掲
（
2
6
）
（
一
）
四
一
頁
。

（
剥
）
　
　
［
｝
｝
＞
く
同
防
ミ
b
§
コ
o
↓
o
①
’
與
一
旧
岨
一
．

（
叶
o
o
）
　
　
ω
軸
軸
一
　
§
－
－
軸
乱
　
　
ω
“
s
吊
⑮
蜆
　
e
‘
　
ト
〕
皇
』
－
§
一
　
ω
藺
ト
o
　
句
．
ω
自
七
〇
■
　
－
－
｛
o

　
　
（
－
o
↓
N
）
…
、
、
o
ま
雨
e
軸
ミ
　
竈
－
　
o
o
ミ
s
§
　
o
o
皇
『
F
　
ム
ー
蜆
　
｝
．
　
ω
目
o
o
　
N
ω
N

　
　
（
－
o
↓
①
）
…
s
辻
雨
』
ω
－
s
－
軸
吻
e
．
き
3
－
§
1
①
ω
N
『
．
M
旦
o
↓
o
o
（
－
⑩
o
o
o
）
’

（
鎚
）
　
　
ミ
畠
ミ
餉
e
．
　
s
ミ
雨
』
ω
、
富
－
価
餉
、
ω
ω
－
　
一
⊆
1
川
w
‘
－
ム
蜆
　
（
－
o
ム
↓
）
’
q
曽
ミ
軸
ミ

　
ω
“
昌
吊
雨
餉
e
一
完
畠
け
“
曽
O
S
ミ
N
’
O
O
ω
〇
一
］
．
ω
一
蜆
①
（
－
O
σ
O
）

（
3
7
）
　
「
緊
急
追
跡
す
o
↑
…
『
誓
三
の
法
理
自
体
は
チ
ャ
イ
メ
ル
判
決

　
　
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
ω
§
一
q
§
膏
軋
ω
§
§
e
ω
§
、
§
p
亀
べ

　
　
C
．
ω
。
竃
（
－
彗
①
）
。
た
だ
し
、
住
居
内
に
お
け
る
被
疑
者
捜
索
の
範
囲

　
　
に
つ
い
て
辿
邦
最
高
裁
は
判
一
．
不
し
て
い
な
い
。

（
鎚
）
　
　
§
｝
ぎ
｝
ミ
崎
－
O
曽
e
．
O
討
ユ
｝
§
S
茗
一
ム
σ
O
C
一
ω
　
H
　
（
－
O
O
O
N
）
1

（
3
9
）
　
O
｛
S
o
s
－
o
S
軸
S
ト
ミ
o
o
芦
ム
ム
㎝
｝
．
M
O
－
N
ω
o
o
（
㊦
；
O
｛
『
－
－
o
↓
一
）
．

（
4
0
）
　
ω
軸
雨
富
汀
P
く
山
≡
「
1
団
鵯
巨
顯
窒
凹
＝
9
き
ミ
o
軸
O
ミ
ミ
雨
包
向
H
耐
耐
苧

　
　
O
｝
㊦
吻
．
㌧
§
吋
－
叶
O
S
き
O
昌
眈
さ
『
－
ま
籟
き
害
『
－
ぎ
ふ
§
雨
茗
』
§
軸
茗
｝
　
ω
一
　
〇
〇
’
、
元
〉
－

　
　
o
⊂
ω
同
［
一
宛
向
く
’
－
ム
↓
（
－
㊤
o
o
①
）
1

（
刎
）
　
　
】
ビ
＞
『
＞
く
向
帖
s
㌧
「
冨
コ
〇
一
〇
①
．
鵯
一
ω
－
①
．

（
4
2
）
　
§
「
軋
§
e
ー
き
急
§
一
竃
↓
⊂
．
ω
．
N
漫
（
お
雪
）
に
お
け
る
被

　
　
疑
者
捜
索
に
つ
き
、
証
拠
収
集
の
た
め
の
捜
索
は
同
時
に
逮
捕
執
行

　
　
者
の
生
命
身
体
の
保
護
を
警
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
逮
捕
を
「
迅
速

　
　
に
」
行
っ
て
被
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
す
る
こ
と
で
、
逮
補
執
行
者
の

　
　
生
命
身
体
が
被
疑
者
の
抵
抗
に
よ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
時
間
が
よ

〃
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り
短
く
な
り
、
結
果
的
に
逮
捕
執
行
者
の
安
全
に
資
す
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。

（
蝸
）
　
き
ミ
ー
昌
茗
吐
e
l
曳
ミ
軌
“
ム
o
ム
d
’
ω
．
ω
N
蜆
（
－
o
o
o
）
－

（
〃
刀
）
　
　
ぎ
ミ
e
．
o
ぎ
｛
o
’
ω
0
N
一
］
．
ω
．
　
－
　
（
－
o
①
↓
）
．

（
蝸
）
　
　
（
｝
顯
『
｝
｝
（
O
－
O
O
「
俸
＞
－
団
目
』
．
ω
片
與
↓
H
自
凹
目
’
『
｝
軸
専
O
＾
軸
O
ざ
e
雨
ω
ミ
耐
－

　
s
卜
〕
o
o
－
ユ
曽
陣
　
完
雨
o
嘗
§
茗
“
　
o
竃
軸
吻
、
｛
o
茗
｝
完
嚢
ミ
｛
曽
的
－
｝
軸
、
『
o
甘
「
－
－

　
軸
－
｝
　
♀
ω
耐
畠
『
o
嵜
冊
｝
　
O
o
茗
～
冒
o
、
軸
＆
　
O
o
茗
卜
軸
§
b
o
§
曽
⑮
o
嘗
吻
ミ
　
S
｛
－
ぎ
昌
茗

　
』
ミ
軸
餉
－
o
曽
o
「
き
o
『
』
〕
ユ
e
亀
“
⑮
、
『
雨
§
｝
吻
軸
｝
’
ω
o
ω
く
元
声
o
⊂
蜆
両
】
ビ
‘
カ
固
く
．

　
　
o
↓
ω
’
－
o
o
o
o
o
－
－
o
⑩
o
（
－
㊤
↓
o
）
■

（
蝸
）
　
　
o
o
§
§
耐
曽
、
蜆
①
＞
「
団
．
】
ピ
’
カ
同
く
．
－
㎝
o
’
－
o
σ
（
－
o
o
～
）
．

（
〃
u
）
　
　
、
団
目
－
カ
ー
」
O
餉
O
O
す
’
ド
ぎ
⑮
専
O
“
軸
O
ミ
e
軸
ω
S
吊
§
b
O
O
－
茗
茗
曾
、
『
〇
一

　
－
軸
o
－
甘
曽
崎
㌧
ミ
雨
餉
－
叫
轟
〔
§
o
雨
『
吻
、
o
§
』
－
－
自
o
沖
庁
｝
専
葛
o
昌
吻
o
“
｝
軸
「

　
－
ぎ
昌
曽
　
－
ぎ
値
　
』
§
吻
鳶
9
　
ω
ω
　
O
＞
」
「
＝
一
〇
　
［
1
　
宛
両
く
1
0
9
　
－
卜
o
－
－
心
蜆

　
　
（
轟
o
。
ω
）
一

（
蝸
）
　
ミ
．
団
一
】
杜
旦
－
－
｛
蜆
一
ω
雨
軸
§
甘
曽
吻
ト
［
｝
司
｝
く
両
餉
里
も
§
コ
〇
一
①
ρ
凹
一

　
ω
ω
ド
　
S
旨
固
邑
ω
§
“
軸
ω
宰
　
き
§
仰
①
吋
o
＞
一
N
O
ム
o
o
－
　
（
〇
一
〇
．
＞
O
O
I

　
　
－
竃
ω
）
．

（
㎎
）
　
　
§
－
吊
e
．
ト
ー
o
罧
｝
吻
｝
s
曽
富
’
ω
o
o
ζ
．
ω
’
ω
o
（
－
o
↓
o
）
．

（
5
0
）
　
戸
外
で
の
逮
捕
達
成
後
の
無
令
状
の
住
居
立
入
り
の
閤
題
は

　
「
安
全
確
認
巡
回
」
で
も
生
じ
う
る
。
ω
墨
－
＞
｝
毫
戸
眈
§
§
；
箒

　
　
ρ
斗
竃
ω
－
竃
㎝
．
し
か
し
、
戸
外
で
逮
捕
達
成
後
、
住
居
内
に
巡
回

　
　
の
た
め
に
立
入
る
と
、
か
え
っ
て
逮
捕
執
行
者
を
危
険
に
さ
ら
す
。

　
　
ま
た
、
逮
捕
執
行
者
が
住
居
内
て
本
罪
他
罪
の
証
拠
収
集
の
た
め
の

　
　
捜
索
を
行
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

（
5
1
）
ω
§
一
窒
竃
「
俸
「
亀
葦
両
’
窒
b
§
昌
后
撃
螂
二
秦

（
駆
）
　
ω
耐
や
＝
団
『
『
く
O
與
－
o
毛
o
＝
節
ω
↓
而
く
o
『
一
Ω
＝
o
『
目
一
－
メ
§
膏
吊
o
ω
轟
－

　
§
㌧
§
軸
　
ミ
O
昌
的
完
O
富
乱
｝
－
↓
ω
妻
．
‘
」
．
「
．
宛
回
く
一
ム
↓
ω
（
－
O
O
O
O
O
）
一

（
5
3
）
捜
索
令
状
獲
得
ま
て
の
1
9
時
間
、
逮
捕
現
場
に
捜
査
宮
が
被
逮

　
　
捕
者
と
と
も
に
居
残
っ
た
事
案
か
あ
る
。
ω
轟
§
冥
§
“
“
＆
9
昌
■

　
　
ざ
蜆
一
畠
O
．
O
■
ω
。
お
①
（
－
竃
ム
）
。
な
お
、
連
邦
曇
局
裁
は
、
捜
索
令
状

　
　
が
取
得
で
き
る
ま
で
の
2
時
閻
、
証
拠
破
壊
の
お
そ
れ
を
理
由
に
被

　
疑
者
を
本
人
宅
の
外
で
待
機
さ
せ
た
こ
と
を
適
法
と
判
示
し
て
い
る
。

　
ミ
§
o
葛
e
■
き
㌧
「
§
§
蜆
巴
⊂
．
o
o
。
ω
M
①
（
8
8
）
．
こ
の
事
案
は
戸

　
外
で
の
待
機
の
た
め
、
プ
ラ
イ
バ
ン
ー
侵
害
の
受
忍
の
性
質
が
巽
な

　
　
り
別
途
検
討
を
要
す
る
。

（
5
4
）
　
ω
軸
軸
一
〇
巴
匝
ミ
o
＝
一
｝
罧
も
§
一
一
〇
叶
o
蜆
ド
o
↓
｛
o
9
＞
δ
膏
一
〇
〇
ム
｝
＞
冗
く
一

　
［
．
刃
向
く
．
－
杜
①
蜆
．
－
ム
①
o
o
　
（
－
〇
一
－
）
一
「
＞
｝
＞
く
同
－
吻
s
㌧
§
－
一
〇
F
o
㊦
’
與
↓
ω
ω
o
－

　
ω
お
．

（
肪
）
　
§
ミ
軸
、
ω
、
畠
詩
餉
e
元
筥
む
甘
§
ム
↓
｛
｝
1
㎜
O
N
①
N
（
ω
、
．
一
〇
マ
．
－
o
べ
ω
）
1

（
川
o
o
）
　
　
－
o
ω
同
、
j
’
餉
宝
も
§
　
コ
o
↓
①
ω
ド
與
↓
　
伽
－
o
．
ω
’
H
ω
元
＞
司
i
俸
　
F
＞
句
歩
く
貝

ω
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｝
§
§
目
o
言
器
一
竺
－
＝
一

（
研
）
　
ω
軸
P
O
顯
－
O
峯
＾
…
＝
一
吻
§
§
目
〇
一
①
蜆
N
団
一
ム
⑩
蜆
一

（
5
8
）
　
S
辻
軸
』
ω
－
s
膏
吻
睾
完
ミ
守
｛
§
卜
↓
｛
｝
－
M
P
団
↓
M
①
o
o
　
（
ω
、
旦
O
マ
ー

　
轟
お
）
．

（
5
9
）
　
犯
罪
が
璽
大
で
あ
る
ほ
と
、
ま
た
被
逮
捕
者
と
親
密
で
あ
る
ほ

　
ど
証
拠
物
の
製
棄
隠
匿
へ
の
動
機
付
け
が
高
く
な
る
と
い
う
推
定
が

　
し
や
す
く
、
共
犯
の
疑
い
が
あ
る
場
合
は
な
お
さ
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、

　
証
拠
物
存
在
の
蓋
然
性
が
存
在
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
諸
要
素

　
の
判
断
の
客
観
性
を
担
保
す
る
た
め
に
も
、
裁
判
例
を
分
析
す
る
必

　
要
か
あ
る
。
ω
§
一
団
彗
σ
胃
唖
O
ω
凹
寿
o
戸
b
邑
ざ
茗
o
ぎ
的
嚢
酎
軸
s
Q

　
§
軋
§
ざ
富
e
§
き
…
ミ
膏
婁
ω
§
ミ
ぎ
餉
δ
専
§
§
－
b
軸
皇
蔓
o
・

　
§
s
ミ
向
冒
迂
§
o
距
『
ぎ
き
＆
さ
『
o
完
ミ
雨
一
竈
雷
誇
↓
…
鶉
［
－
』
1

　
轟
ω
（
－
畠
O
。
）
1

（
6
0
）
　
霊
δ
鶉
ω
彗
P
餉
§
§
コ
o
誌
ム
〇
一
9
＝
o
－
ミ
P
霊
豪
彗
一
§
．

　
団
8
ω
O
－
ω
曽
1

（
6
1
）
　
こ
の
点
、
「
捜
索
範
囲
」
に
論
及
し
た
判
例
や
論
文
は
管
見
の

　
限
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
6
2
）
　
も
っ
と
も
合
衆
国
で
は
、
必
ず
し
も
「
惰
況
の
総
合
的
考
慮
」

　
が
権
利
救
済
の
方
向
で
一
質
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

　
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
6
3
）
林
・
前
掲
（
2
6
）
（
二
）
九
三
頁
は
、
逮
捕
に
伴
う
無
令
状
捜

　
索
に
つ
い
て
、
合
衆
国
と
日
本
の
差
異
は
法
規
定
の
有
無
に
過
ぎ
な

　
い
、
と
す
る
。
し
か
し
差
異
に
つ
い
て
は
、
着
手
用
件
や
捜
索
範
囲

　
の
検
証
を
踏
ま
え
て
慎
重
に
判
断
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

■
篶
∵
㍉
一

（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）

ω




